
令和元年（健）第３０４号

令和２年１月３１日

主文
　後記「事実」欄第３の５記載の原処分を取
り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨
　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、健康保険法（以下
「法」という。）による傷病手当金（以下、
単に「傷病手当金」という。）の支給を求め
るということである。

第２　事案の概要
　本件は、右変形性膝関節症（以下、「本件
傷病」という。）の療養のため労務に服する
ことができなかったとして、平成◯年◯月
◯日から平成◯年◯月◯日までの期間につ
いて、傷病手当金の請求をした請求人に対
し、◯◯健康保険組合（以下「保険者組合」
という。）が、平成◯年◯月◯日から同月◯
日までの期間は療養のための労務不能とは
認められないとして、平成◯年◯月◯日か
ら同年◯月◯日までの期間は資格喪失後に
継続して傷病手当金を受給していないため
として、傷病手当金を支給しない旨の処分
をしたことを不服として、請求人が、標記
の社会保険審査官（以下「審査官」とい
う。）に対する審査請求を経て、当審査会に
対し、再審査請求をしたという事案である。

第３　再審査請求の経緯
１　請求人は、立位によるシートボルトプッ
シュ取付け作業に従事していたが、本件
傷病の療養のため労務に服することがで
きなかったとして、平成◯年◯月◯日か
ら平成◯年◯月◯日までの期間、傷病手
当金を受けていた。なお、請求人は、保
険者組合において、平成◯年◯月◯日に
被保険者資格を取得し、平成◯年◯月◯
日に同資格を喪失した。
２　請求人は、本件傷病の療養のため労務
に服することができなかったとして、平
成◯年◯月◯日から同月◯日までの期間

（以下「本件請求期間Ａ」という。）につ
いて、平成◯年◯月◯日（受付）、保険者
組合に対し、傷病手当金の支給を請求し
た。
　保険者組合は、請求人に対し、平成◯
年◯月◯日付けで、本件請求期間Ａにつ
いて、「申請期間について、療養を担当し
ている医師に療養状況を確認したところ、
担当医が「療養の為労務不能ではないが
患者の訴えにより労務不能とした」と回
答しており、健康保険法第９９条に定め
る支給要件に該当しない為」との理由に
より、傷病手当金を支給しないとの処分
（以下「原処分Ａ」という。）をした。
３　請求人は、本件傷病の療養のため労務
に服することができなかったとして、平
成◯年◯月◯日から同月◯日までの期間
（以下「本件請求期間Ｂ」という。）につ
いて、平成◯年◯月◯日（受付）、保険者
組合に対し、傷病手当金の支給を請求し
た。
　保険者組合は、請求人に対し、平成◯
年◯月◯日付けで、本件請求期間Ｂにつ
いて、「既に平成◯年◯月◯日付にて平成
◯年◯月◯日～平成◯年◯月◯日の申請
期間について不支給通知を発行しており、
資格喪失後継続して傷病手当金を受給し
ている場合に、傷病手当金が不支給と
なった場合には、その後更に労務不能と
なっても傷病手当金の支給は復活されな
い為」との理由により、傷病手当金を支
給しないとの処分（以下「原処分Ｂ」と
いう。）をした。
４　請求人は、本件傷病の療養のため労務
に服することができなかったとして、平
成◯年◯月◯日から同月◯日までの期間
（以下「本件請求期間Ｃ」という。）につ
いて、平成◯年◯月◯日（受付）、保険者
組合に対し、傷病手当金の支給を請求し
た。
　保険者組合は、請求人に対し、平成◯
年◯月◯日付けで、本件請求期間Ｃにつ
いて、「既に平成◯年◯月◯日付にて平成
◯年◯月◯日～平成◯年◯月◯日の申請
期間について不支給通知を発行しており、



第１　問題点
１　傷病手当金の支給については、法第
９９条第１項において「被保険者（…）
が療養のため労務に服することができな
いときは、その労務に服することができ
なくなった日から起算して３日を経過し
た日から労務に服することができない期
間、傷病手当金を支給する。」と規定され
ている。
　また、傷病手当金の支給については、
同条第４項において「傷病手当金の支給
期間は、同一の疾病又は負傷及びこれに
より発した疾病に関しては、その支給を
始めた日から起算して１年６月を超えな
いものとする。」と規定している。
　さらに、法第１０４条において、「被保
険者の資格を喪失した日（…）の前日ま
で引き続き１年以上被保険者（…）であっ
た者（…）であって、その資格を喪失し
た際に傷病手当金…の支給を受けている
ものは、被保険者として受けることがで
きるはずであった期間、継続して同一の
保険者からその給付を受けることができ
る。」と規定している。
　また、法第９９条第１項に規定する「療
養のため労務に服することができないと
き」（労務不能）の解釈運用については、
平成１５年２月２５日保発第０２２５０
０７号（以下「本件通知」という。）にお
いて、「被保険者がその本来の職場におけ
る労務に就くことが不可能な場合であっ
ても、現に職場転換その他の措置により
就労可能な程度の他の比較的軽微な労務
に服し、これによって相当額の報酬を得
ているような場合は、労務不能には該当
しないものであるが、本来の職場におけ
る労務に対する代替的性格をもたない副
業ないし内職等の労務に従事したり、あ
るいは傷病手当金の支給があるまでの間、
一時的に軽微な他の労務に服することに
より、賃金を得るような場合その他これ
らに準ずる場合には、通常なお労務不能
に該当するものであること。」としてい
る。この解釈は相当かつ合理的なものと
いうことができる。

資格喪失後継続して傷病手当金を受給し
ている場合に、傷病手当金が不支給と
なった場合には、その後更に労務不能と
なっても傷病手当金の支給は復活されな
い為」との理由により、傷病手当金を支
給しないとの処分（以下「原処分Ｃ」と
いう。）をした。この回答は、前記回答書
の内容全体を通じてみれば、請求人の請
求傷病により、一切の作業が労務不能と
なるものではないが、請求人が従事して
いた作業についてみれば、労務不能であ
ることをいう。

５　請求人は、本件傷病の療養のため労務
に服することができなかったとして、平
成◯年◯月◯日から同月◯日までの期間
（以下「本件請求期間Ｄ」といい、本件請
求期間Ａ、本件請求期間Ｂ及び本件請求
期間Ｃと併せて「本件請求期間」とい
う。）について、平成◯年◯月◯日（受
付）、保険者組合に対し、傷病手当金の支
給を請求した。
　保険者組合は、請求人に対し、平成◯
年◯月◯日付けで、本件請求期間Ｄにつ
いて、「既に平成◯年◯月◯日付にて平成
◯年◯月◯日～平成◯年◯月◯日の申請
期間について不支給通知を発行しており、
資格喪失後継続して傷病手当金を受給し
ている場合に、傷病手当金が不支給と
なった場合には、その後更に労務不能と
なっても傷病手当金の支給は復活されな
い為」との理由により、傷病手当金を支
給しないとの処分（以下「原処分Ｄ」と
いい、原処分Ａ、原処分Ｂ及び原処分Ｃ
と併せて「原処分」という。）をした。

６　請求人は、原処分Ａ、原処分Ｂ、原処
分Ｃ及び原処分Ｄを不服とし、審査官に
対する審査請求を経て、当審査会に対し、
再審査請求をした。
　なお、審査官は、原処分Ａ、原処分Ｂ、
原処分Ｃ及び原処分Ｄを併合して審理し
た。

第４　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由



必要な部分は以下のとおりである。
①　傷病名：右変形性膝関節症
②　�労務不能と認めた期間：平成◯年
◯月◯日～平成◯年◯月◯日まで
　３１日間

③　②のうち診療実日数：２日
④　�②のうち外来診療日：◯月◯日、
◯日

⑤　療養状況：�投薬あり（１日１回４
週間）

　　　　　　　�通院指導あり（４週間
に１回）

⑥　�主症状及び経過概要（労務不能と
認めた理由）：体動時の右膝関節
痛強く労働不能と思われた

⑦　就労見込：なし（理由：上記理由）
⑶　本件請求期間Ｃに係る傷病手当金支
給申請書（退職後の申請）の療養を担
当した医師の意見書欄に、Ａ医師が平
成◯年◯月◯日付けで記載した部分の
必要な部分は以下のとおりである。
①　傷病名：右変形性膝関節症
②　�労務不能と認めた期間：平成◯年
◯月◯日～平成◯年◯月◯日まで
　　日間（注：記載なし）

③　②のうち診療実日数：２日
④　�②のうち外来診療日：◯月◯日、
◯日

⑤　療養状況：�投薬あり（１日１回４
週間）

　　　　　　　�通院指導あり（４週間
に１回）

⑥　�主症状及び経過概要（労務不能と
認めた理由）：体動時の右膝関節
痛強く労働不能と思われた

⑦　就労見込：なし（理由：上記理由）
⑷　本件請求期間Ｄに係る傷病手当金支
給申請書（退職後の申請）の療養を担
当した医師の意見書欄に、Ａ医師が平
成◯年◯月◯日付けで記載した部分の
必要な部分は以下のとおりである。
①　傷病名：右変形性膝関節症
②　�労務不能と認めた期間：平成◯年
◯月◯日～平成◯年◯月◯日まで
　　日間（注：記載なし）

２　本件の場合、保険者が、請求人は療養
のため労務に服することができないとき
（労務不能）には該当しないと解釈し、本
件請求期間Ａについて傷病手当金を支給
しないとした原処分Ａを行い、それに続
く期間の傷病手当金は退職後の給付が継
続していないとして支給しないとしたこ
とに対し、請求人はこれを不服としてい
るのであるから、本件の問題点は、本件
傷病について、本件請求期間Ａが、療養
のため労務に服することができないとき
（労務不能）に該当すると認められるかど
うかということであり、本件請求期間Ａ
が労務不能に該当すると認められた場合
は、それ以降の請求期間が労務不能に該
当すると認められるかどうかということ
になる。

第２　事実の認定及び判断
１　本件資料によれば、次の事実が認めら
れる。
⑴　本件請求期間Ａに係る傷病手当金支
給申請書（退職後の申請）の療養を担
当した医師の意見書欄に、ａ病院・Ａ
医師（以下「Ａ医師」という。）が平成
◯年◯月◯日付けで記載した部分の必
要な部分は以下のとおりである。
①　傷病名：右変形性膝関節症
②　�労務不能と認めた期間：平成◯年

◯月◯日～平成◯年◯月◯日まで
　　日間（注：記載なし）

③　②のうち診療実日数：２日
④　�②のうち外来診療日：◯月◯日、

◯日
⑤　療養状況：�投薬あり（１日１回４

週間）
　　　　　　　　　　�通院指導あり（４週間

に１回）
⑥　�主症状及び経過概要（労務不能と

認めた理由）：体動時の右膝関節
痛強く、労働不能と思われた

⑦　�就労見込：なし（理由：上記理由）
⑵　本件請求期間Ｂに係る傷病手当金支
給申請書（退職後の申請）の療養を担
当した医師の意見書欄に、Ａ医師が平
成◯年◯月◯日付けで記載した部分の



等について詳しくお聞かせくださ
い。：消炎鎮痛剤の内服、外用剤の湿
布及び安静加療の順守。長時間両膝
に負荷のかからない軽作業なら労働
可能と思われる
⑤　上記労務不能とした期間の状況に
あてはまるものを下記から選択し、
先生のご意見をご教示願います。：☑

右変形膝関節症療養の為労務不能で
はないが、本人の訴えにより労務不
能とした
　そう判断された医学的根拠：日常生
活動作は確立されているが、長時間
の歩行、立位動作時に、膝関節の疼
痛及び可動域制限を認めた為　平成
◯年◯月◯日の時点では、現業務は
労働不能と思われた。

２　傷病手当金の支給要件としての労務不
能については、被保険者が本来の業務に
堪え得るか否かを標準として、社会通念
に基づいて認定されるべきであることは
いうまでもないことから、労務不能とは、
必ずしも、医学的見地からのみ判断され
るべきではないものの、ことは「傷病の
療養のため」労務不能といえるかどうか
の問題であることを考えると、特段の事
情の存しない限り、まずは、当該傷病の
診療に当たった医師が、当該傷病の病態、
病状の程度及び治療の経過等を踏まえた
結果として、被保険者が労務不能かどう
かについてどのような医学的判断をして
いるかが重視されなければならないとい
うべきである。そうして、傷病手当金は
傷病の療養のため労務に服することがで
きないと保険者が判断した場合に支給さ
れるものであって、被保険者が何らかの
自覚症状があるとか、通院して投薬・注
射・処置等を受ける必要があるからと
いって直ちに労務不能とするものではな
く、症状、治療内容、予後の見通し等を
総合的に検討し、被保険者が業務に就く
ことが可能か否かを保険者が判断するこ
ととされている。
３　本件においてこれをみると、傷病手当
金支給申請書（退職後の申請）において

③　②のうち診療実日数：３日
④　�②のうち外来診療日：◯月◯日、
◯日、◯日

⑤　療養状況：�投薬あり（１日１回４
週間）

　　　　　　　�通院指導あり（４週間
に１回）

⑥　�主症状及び経過概要（労務不能と
認めた理由）：体動時の右膝関節
痛強く、労働不能と思われた

⑦　就労見込：なし（理由：上記理由）
⑸　保険者組合からの本件請求期間Ａに
係る請求人の症状照会に対するＡ医師
の回答書（平成◯年◯月◯日付け）の
記載内容は以下のとおりである。
①　上記労務不能と認めた期間の症状
の主症状及び経過概要として「体動
時の右膝関節痛強く労働不能と思わ
れた」と前月と同じ記載をいただい
ております。療養の給付開始後、労
務不能と認められた際の平成◯年◯
月◯日付の照会に対して「左膝をか
ばって労務していた為、右膝関節に
負荷がかかりその後徐々に悪化し
…」とご回答いただいておりますが、
休職後１年以上経過しております。
休職開始時点と現在の症状の対比に
ついて詳しくお聞かせください。：安
静時の疼痛程度は徐々に軽減傾向で
あるが、体動時の負荷が再燃の引き
金になる可能性大。
②　平成◯年◯月◯日付の症状照会の
際、右変形膝関節症療養の為労務不
能とした医学的根拠として「長時間
の歩行・立位動作時膝関節の疼痛及
び可動域制限を認めた為」とご回答
いただいておりますが、「疼痛及び可
動域制限」の詳細をお聞かせくださ
い。：疼痛は自制可なるも、疼痛によ
る膝関節の伸展屈曲に制限を認める
③　被保険者の在職中の仕事について
伺ってみえることを詳しくお聞かせ
ください。：立ち仕事を中心とした重
労働
④　被保険者が就労する為の療養指導



の傷病手当金支給申請書（退職後の申
請）においてＡ医師が体動時の右膝関節
痛強いため労働不能とし、就労見込がな
いとしているのであるから、請求人は労
務不能であったと認めることができる。
　そうすると、本件請求期間について、
請求人は療養のため労務不能であり、傷
病手当金を支給しないとした原処分は妥
当でなく、取り消されなければならない。
よって、主文のとおり裁決する。

Ａ医師は、本件請求期間は「体動時の右
膝関節痛強く、労働不能と思われた」と
記載し、いずれの期間も本来の業務に堪
え得ないとしている。
　また、保険者組合からの照会に対する
Ａ医師作成の回答書には、「右変形膝関
節症療養の為労務不能ではないが、本人
の訴えにより労務不能とした」としつつ
も、「日常生活動作は確立されているが、
長時間の歩行、立位動作時に、膝関節の
疼痛及び可動域制限を認めた為　平成◯
年◯月◯日の時点では、現業務は労働不
能と思われた。」と記載している。この回
答は、前記回答書の内容全体を通じてみ
れば、請求人の請求傷病により、一切の
作業が労務不能となるものではないが、
請求人が従事していた作業についてみれ
ば、労務不能であることをいう趣旨と解
される。
　本件通知に示された解釈基準によると、
本来の労務に対する代替的性格をもたな
い副業等の労務に従事したり、一時的に
軽微な他の労務に服したとしても、なお
労務不能に該当するものと解釈されてお
り、請求人は本件請求期間Ａにおいて、
日常生活動作は確立されているが、長時
間の歩行、立位動作時に、膝関節の疼痛
及び可動域制限を認め、現業務は労働不
能とされているのであるから、本来の職
場における労務に服することができず、
なお労務不能に該当するといえる。
　以上のことを考慮すると、本件請求期
間Ａについて、請求人は本来の業務であ
る立位によるシートボルトプッシュ取付
け作業に堪え得ない状態であるから、保
険者組合が療養のための労務不能とは認
められないとして、不支給とした判断は、
保険者組合に委ねられた合理的裁量の範
囲を逸脱するものというべきである。
　そして本件請求期間Ａについて、傷病
手当金が支給されると、本件請求期間Ｂ
以降について資格喪失後の傷病手当金の
支給が継続していることになる。保険者
組合は本件請求期間Ｂ以降についてＡ医
師に症状照会をしておらず、各請求期間




